
日時：令和６年１月１１日（木）
午前１０時００分～１１時３０分

場所：１４Ａ会議室

１．開 会
２．挨 拶
３．議 事
⑴ 諮問事項

議案第１号 宇都宮市景観計画の一部変更について
宇都宮市景観計画のゾーニングの変更（公開）

議案第２号 都心部等における良好な景観形成の推進について
一定規模以上の建築物等への積極的な景観の誘導（公開）

⑵ 報告事項
宇都宮市景観計画の中間評価について

４．閉 会

第２７回宇都宮市景観審議会



宇都宮市景観計画の一部変更について
宇都宮市景観計画のゾーニングの変更

【趣旨】
景観計画のゾーニングの変更について諮るもの

議案第１号



パブリックコメントの結果
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【実施概要】
⑴ 意見の募集内容 宇都宮市景観計画の一部変更について （議案第１号）

・宇都宮市景観計画のゾーニングの変更
都心部等における良好な景観形成の推進について（議案第２号）
・一定規模以上の建築物等への積極的な景観の誘導

⑵ 意見の募集期間 令和５年１２月１日（金）～１２月２２日（金）

⑶ 公 表 方 法 行政情報センター（市役所１階），各地区市民センター，
出張所，生涯学習センター，市ホームページ

⑷ 意見の応募者数 ０名
意見数 ０件

⑸ 意見の処理状況 意見なしのため，修正なし。



パブリックコメント資料（本資料）
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パブリックコメント資料（本資料）
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パブリックコメント資料（参考資料）
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【議案第１号】宇都宮市景観計画の一部変更について
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【議案第１号】宇都宮市景観計画の一部変更について
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【議案第１号】宇都宮市景観計画の一部変更について
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⑹ 今後のスケジュール（案）

令和６年 ２月 都市計画審議会，告示，周知開始
令和６年 ４月～ 宇都宮市景観計画施行



都心部等における良好な景観形成の推進について
一定規模以上の建築物等への積極的な景観の誘導

【趣旨】
（仮称）景観事前協議制度の内容について諮るもの

議案第２号



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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（仮称）景観事前協議制度について（宇都宮市景観条例等の改正）
⑴ 導入の考え方

景観計画に基づく行為の制限（景観形成基準）による規制・誘導について，景観法の届出前の
計画段階から，積極的に協議・調整を行うことで，より景観に配慮した建築物等になるよう仕組み
を導入する。
【制度の位置付け】
宇都宮市景観条例，景観条例施行規則に基づく制度（令和6年3月議会上程）

⑵ 事前協議の導入（条例）
景観法第１６条第１項の規定による届出若しくは第５項の規定による通知を要する行為をする

者の内，次に掲げる区域で行うものは，当該行為に係る計画について，あらかじめ，市長との事前
協議を義務付ける。
協議の開始時期については，大規模建築物等については，行為着手の９０日前まで，大規模建築

物等に該当しない場合は，行為着手の６０日前までとする。
また，事前協議の申出があった場合において，一定規模を超える建築物など良好な景観に著しく

影響を及ぼすものと認めるときは，条例施行規則に基づく，専門部会に意見を聴くものとする。
【対象区域】
ア 景観条例第５条に規定する景観形成重点地区及び景観形成推進地区
イ 景観計画に定める都心景観ゾーン



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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【都心景観ゾーン】

都心景観ゾーン

宇都宮駅東口地区

大通り地区

【対象区域図】

【凡例】

景観形成重点地区，景観形成推進地区

都心景観ゾーン

都心景観ゾーン

岡本駅周辺地区

雀宮駅周辺地区

中里原地区
大谷地区

白沢地区



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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【専門部会】

本市の景観行政や地域特性を十分に理解している景観審議会の学識経験者等で構成し，本市の自
然環境や歴史，対象区域周辺の街並みなど，地域特性を踏まえた的確な協議・調整を行う。

【審議事項等】

・ 景観形成重点地区の指定基準，都心部の景観形成の手引き，色彩景観ガイドライン等に基づ

き協議・調整を実施

⇒ 建築物等の配置，ボリューム，意匠，色彩，緑化，屋外広告物，周辺の景観との調和 等

※ 協議結果については，景観審議会へ報告するものとする。

【専門部会委員の専門分野】

・ 建築，景観，都市計画，デザイン，ランドスケープ など

【専門部会の人数】

・ ３名



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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⑶ 事前協議に係る指導及び助言（条例）
事前協議を行う場合において，市長は，必要と認めるときは，協議を行う者に対して，良好な景観

の形成に必要な措置を取ることを指導又は助言できるものとする。

⑷ 協議の終了等（条例）
事前協議制度については，協議が整った場合又は，協議が整わない場合において申出者が協議終了

の申出を行い，市長が相当の理由があると認めるときは，協議を終了するものとする。
市長は，協議が終了した際には，申出者に協議結果を通知する。

⑸ 協議内容の変更に係る協議（条例）
事前協議を行った計画に変更が生じた場合，再度協議する制度とします。ただし，当該変更が，良

好な景観の形成に影響を及ぼすおそれがない場合は，再協議を行わないものとする。

⑹ 協議内容の公表（条例）
市長は，事前協議が終了した場合は，協議内容（行為の概要，完成予想図，協議結果等）をホー

ムページで公表することができるものとする。



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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⑺ 協議に係る勧告及び公表（条例） ・・【参考１】参照
市長は，以下の場合において必要な措置を講じるよう勧告することができるものとする。
市長は，勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは，その旨を公表することがで

きるものとする。
ア 協議をせず，又は虚偽の内容に基づき協議をしたとき
イ 変更に関わる協議をせず，又は虚偽の内容に基づき協議をしたとき
ウ 協議を成立させることができなかった場合に，景観法に基づく届出又は通知をした場合
エ 協議を成立させることができなかった場合に，景観法に基づく届出又は通知をせず，かつ，
届出又は通知に係る行為に着手した場合

⑻ 施行日など（予定）
施行日：令和６年 ７月１日
適用日：令和６年１０月１日以降に行為に着手するもの

⑼ 事前協議の流れ ・・【参考２】参照
（仮称）景観事前協議制度の流れ（フロー図）を参照



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について

16

【参考1】条例による勧告が適用される場合
⑴ 虚偽の内容に基づいて協議をしたとき，又は虚偽の内容に基づいて変更に係る協議をしたとき
⑵ 事前協議をしない場合，又は変更に係る事前協議をしない場合
⑶ 事前協議を成立させず，景観法の届出又は通知を行ったとき
⑷ 事前協議を成立させず，景観法の届出又は通知もせず，行為に着手したとき※
⇒ 勧告を行う場合は，景観審議会に意見を聴く。

申請者 宇都宮市 申請者 宇都宮市 申請者

事前協議の申出 事前協議結果の通知 景観法の届出 適合通知交付 行為着手

⑵事前協議（変更）をせず届出

⑶事前協議（変更）を成立させず届出

⑷事前協議（変更）を成立させず，届出もせず，行為に着手※

⑴虚偽の内容で事前協議（変更）を実施

※⑷事前協議（変更）を成立させず，届出もせず，行為に着手した場合，景観法の罰則も対象。（法第１０３条）



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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【参考2】景観事前協議制度の流れ（フロー図）

＊再度協議
・協議内容に変更がある場合
・市の要請に対する配慮がない場合など

＊行為着手予定の９０日前（６０日前）まで

市の要請書作成

提出

＊行為着手予定の３０日前まで

外部委員会付議の判断

窓口相談

事前協議書の申出※１

建主等 宇都宮市（景観行政団体）

手続き等の説明

申請書の受理

外部委員会の開催※２

要請書受領

回答書作成 協議終了の判断※３

結果通知の発送

ホームページ公表

結果の反映

景観法（届出）

意見の取りまとめ

外部委員会（専門部会）

民間開発・行政計画

通知

通知

※ １ 大規模建築物等
高さ１０ｍを超える又は建築面

積１，０００㎡を超える建築物等
（景観法第１６条届出対象規模）

行為（工事）の着手

提出

※２ 外部委員会の開催
2か月に1回，非公開で実施

大規模建築物等※１に該当

大規模建築物等※１非該当

景観審議会に随時報告

○

×

＊協議結果の報告

※３ 協議終了の判断
市の要請書に対し，回答書の

中で一定以上配慮した計画の場
合，協議終了と判断



【議案第２号】都心部等における良好な景観形成の推進について
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⑽ 今後のスケジュール（案）

令和６年 ３月 議会上程（宇都宮市景観条例の一部改正）
４月～ 制度の周知（景観事前協議制度）
７月～ 景観条例の一部改正（施行）

制度の運用開始


